
 

検 討 委 員 会 か ら の お 知 ら せ 

 

・抜歯病名のみで、抜歯と同日の歯清の算定は不可です。他の歯の病名が必要です。 

 ただし、実地指は従来通り算定可です。 

 

・口腔粘膜処置【口処】（30点）の算定にあたっては、「Stom」、「再発性Stom」、「難治性Stom」、 

 「アフタ性口内炎」の病名でお願いします。 

 また、口処（30点）は1口腔につき月1回の算定となり、次回算定は前回算定日より1ヶ月経過 

 した日以降に算定することとなっています。 

 

・以下の処置について、浸麻料（技術料 30 点＋浸麻薬剤料）を算定する場合、従来は「歯肉縁下

カリエス」等摘要欄記載または「歯肉息肉」等の併記病名が必要でしたが、不要となりました。 

  ① 根管貼薬時 

  ② 支台築造の印象時 

  ③ 支台築造時（同日同部位に失PZの算定がある場合を除く） 

  ④ 加圧根充を算定しない根管充填時（単根管または２根管の場合） 

 

   ※（保険請求の手引 Ｐ239参照） 

     手術､所定点数が120点以上の処置､スケーリング､SRP､充形､修形､窩洞形成､または歯冠 

     形成を行った場合､浸潤麻酔は算定できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



レセプト記載要領、カルテ及びレセプトに使用できる略称 
 

オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置 

 

加算要件の特例  オンライン請求を令和５年12月31日までに開始する旨の届出を行っている場合は、 

        令和５年12月31日までの間に限り要件を満たすものとみなします。 
 

この特例措置は、令和５年４月から12月まで（９か月間）時限的に適用されます。 
 

区        分 レセプト記載 略 称 マイナンバーカード ４月１日～ 

医療情報・システム基盤 

整備体制充実加算１ 
初診 全体の「その他」欄 医シＡ(特) 利用しない ６点 

医療情報・システム基盤 

整備体制充実加算２ 
初診 全体の「その他」欄 医シＢ 利用する ２点 

（新設） 

医療情報・システム基盤 

整備体制充実加算３ 

再診 全体の「その他」欄 医シＣ 

利用しない 
２点 

（１月に１回）

利用する ― 

 

医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置 

 

この特例措置は、令和５年４月から12月まで（９か月間）時限的に適用されます。 
 

区     分 レセプト 記載事項 レセプト 記載場所 ４月１日～ 

処方箋料の関係 

 一 般 名 処 方 加 算 １ 

 一 般 名 処 方 加 算 ２ 

 

一般名処方加算１（特） 

一般名処方加算２（特） 

全体の「その他」欄 

 

９点 

７点 

処方料の関係 

 外来後発医薬品 

 使用体制加算１(90％以上) 

 外来後発医薬品 

 使用体制加算２(85％以上) 

 外来後発医薬品 

 使用体制加算３(75％以上) 

 

 

外来後発医薬品使用体制加算１（特） 

 

外来後発医薬品使用体制加算２（特） 

 

外来後発医薬品使用体制加算３（特） 

全体の「その他」欄 

 

 

７点 

 

６点 

 

４点 
 

（例） 

 

 

 

 

 

医シＡ（特）  医シＣ  医シＢ 
一般名処方加算１（特） 一般名処方加算２（特） 
外来後発医薬品使用体制加算１（特）外来後発医薬品使用体制加算２（特）外来後発医薬品使用体制加算３（特） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



処方箋の使用期間について 

 

 日本歯科医師会より、処方箋の使用期間が４日以内であることや、使用期間を延長できる場合

があることについて、知られていないケースが散見されており、また、処方箋の文字が小さくて

読みづらいこともあるため、高齢者にわかりやすく説明をするように通知がありました。 

 

 会計窓口で処方箋を交付する際に、患者に処方箋の使用期間について声掛け、下記を待合室に

掲示等をして周知をお願いします。 

 

 

 


